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１【提出理由】

2022年６月17日開催の当行第116期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

　2022年６月17日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

事業年度末の剰余金の配当に関する事項

当行普通株式１株につき金13円50銭　　総額7,615,999,269円

 

第２号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年

９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当行定款の一部変更を実施する。

 

第３号議案　取締役9名選任の件

　　　取締役として、中西勝則、柴田久、八木稔、福島豊、清川公一、藤沢久美、伊藤元重、坪内和人、稲野和利を

　　　選任する。

 
第４号議案　株式移転による完全親会社設立の件

当行は、2022年10月３日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である

「株式会社しずおかフィナンシャルグループ」を設立する。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　要件ならびに当該決議の結果

議案 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果

第１号議案 4,750,454個 2,523個 916個 99.3％ 可決

第２号議案 4,750,565個 2,412個 916個 99.3％ 可決

第３号議案      

　中西勝則 4,366,499個 386,437個 960個 91.3％ 可決

　柴田　久 4,404,936個 348,001個 960個 92.1％ 可決

　八木　稔 4,688,202個 64,784個 916個 98.0％ 可決

　福島　豊 4,707,871個 45,115個 916個 98.4％ 可決

　清川公一 4,707,910個 45,076個 916個 98.4％ 可決

　藤沢久美 4,720,279個 32,705個 916個 98.7％ 可決

　伊藤元重 4,588,564個 164,420個 916個 95.9％ 可決

　坪内和人 4,736,528個 16,458個 916個 99.0％ 可決

　稲野和利 4,723,490個 29,491個 916個 98.7％ 可決

第４号議案 4,749,345個 3,522個 916個 99.3％ 可決
 

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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・第２号議案、第４号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席お

よび出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成による。

・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席し

た当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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